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ひよこ保育園重要事項説明書  

 

 

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  合同会社  ひよこ   

事業者の所在地  北海道千歳市新富２丁目４－１１  

事業者の連絡先  ０１２３－２２－０１４５  

代表者氏名  代表社員  梅原  ひろみ  

 

（２）施設の概要１  

種別  小規模保育  

名称  ひよこ保育園  

所在地  北海道千歳市新富２丁目４－１１  

連絡先  

（電話番号）  ０１２３－２２－０１４５  

（ＦＡＸ番号）０１２３－２２－０１４６  

施設長氏名  園長  石田  千尋  

開設年月日  平成３１年  ４月  １日  

利用定員  

年齢区分  ０歳児  １歳児  ２歳児  合計  

 

３号  

 

 

３人  

 

 

８人  

 

 

８人  

 

 

１９人  

 

当園の基本理念・方針  

ひよこ保育園の理念  

一人ひとりの子どもを大切に受け止め（寄り添い）保育者との信頼関

係を築く。乳幼児期は、人間の基礎を培う大切な時期でもあります。

ゆったりと落ち着いた家庭的な雰囲気の中で、健康で安全に生活が

できる環境を整え保育を行っていきます。お子様が心身ともに健や

かに成長できるように、ご家庭と連携を取り合いながら共に子育て

をしていきたいと考えております。  

 

 



 

ひよこ保育園保育方針  

人と人とのふれあいを大切に優しさとおもいやりの心を育てます。  

小規模保育だからできること  

・子ども達の安心できるもう一つのお家として。  

・家庭的であたたかな保育を。  

・ひとりひとりの特性を活かした保育を。  

・人と人とのふれあいを大切に優しさとおもいやりの心を育てます。 

（３）施設の概要２  

園舎  

構造  RC 造 3 階建の 1 階  

延べ   床面積 180.4 ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

乳児室・ほふく室   １室   

保育室   １室   

遊戯室   １室   

調理室   １室   

便  所   １室   

沐浴室  １室   

職員室  １室   

   

 

（５）職員体制 （令和 7 年 ４月 １日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  職務の内容  

園長   １人   １人   人  

保育の質の確保及び向上を図り、職員の

資質向上に取り組み、一体的な管理運営

を行う。  

主任   １人   １人   人  

園長を補佐し園務を整理し、園児

の保育を行う。  

保育士  数人  数人  数人   保育課程に基づき、園児の保育を



 

（園児数により増減）  行う。  

調理員   ２人   １人   １人  

献立に基づく調理業務及び食育に

関する活動等を行う。  

 

（６）保育提供日及び時間並びに提供を行わない日  

【３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  午前  ７時００分～午後  ６時００分（１１時間） 

保育短時間  午前  ８時００分～午後  ４時００分（８時間）  

延長保育  

保育標準時間  

 

夕：   午後  ６時～午後  ７時  

保育短時間  

朝：   午前  ７時～午前  ８時  

夕：   午後  ４時～午後  ７時  

開所時間  

月～金曜日  午前  ７時００分～午後  ７時００分  

土曜日  午前  ７時００分～午後  ７時００分  

休業日  

日曜、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

実費徴収  

父母の会費 (毎月 ) 200 円  全園児  

スポーツ振興センター保険 (年 1 回 ) 240 円  全園児  

   

   

 

（８）支払方法  

・現金（毎月２０日まで）  

 

 

（９）提供する特定教育・保育の内容  



 

  本園は、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基

づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育を提供します。    

また、生活や遊びにおける直接的・具体的な体験を通して、体力・情緒・知的な発達

や社会性を育て、発達を見通し、保護者・地域の方々と共に保育・教育活動に取り組

みます。  

 

 

（１０）年間行事予定  

月  行事内容  

４  お誕生日会（誕生付きの園児がいる月）  

５  歯科検診  

６  内科検診  

７  お祭りごっこ  

８  水あそび  

９  秋の遠足  

１０  ハロウィンパーティー  

１１  内科検診  

１２  クリスマス会  

１  新年お楽しみ会  

２  節分  

３  ひなまつり、卒園式  

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定  ・  市が行う利用調整による  

退園理由  

  ３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  

  保護者から退園の申出があったとき  

  利用継続が不可能であると市が認めたとき  

  その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

 

（１２）学校医・嘱託医  



 

医療機関の名称  こにし小児科医院  

医院長名  小西  籐平  

所在地  千歳市高台４丁目２－４  

電話番号  ０１２３－２３－１１９５  

 

（１３）学校歯科医・嘱託歯科医  

医療機関の名称  千歳モール歯科クリニック  

医院長名  山崎  厚  

所在地  千歳市勇舞８丁目１－１千歳モール２F 

電話番号  ０１２３－４２－５８８８  

 

（１４）緊急時における対応方法  

園児に健康状態の急変等の緊急事態が発生した場合には，速やかに園児の家族等に連絡

をするとともに、園児の主治医、園医等に相談する等の措置を講じます。  

 

【管轄する消防署】  

消防署名  千歳市消防本部富丘出張所  

所在地  千歳市富丘４丁目１２－１４  

電話番号  ０１２３－２３－２４１５  

【管轄する警察署】  

警察署名  札幌方面千歳警察署  

所在地  千歳市東雲町５丁目６１  

電話番号  ０１２３－４２－０１１０  

 

（１５）非常災害対策  

避難訓練  

火災等を想定した避難訓練を毎月実施します。   

 

防災設備  

自動火災報知機・誘導灯・消火器  

 

避難場所  第一避難場所・・・北新コミュニティーセンター  



 

第二避難場所・・・おおぞら公園  

緊急時の連絡手段  緊急連絡カードによる保護者への連絡  

 

（１６）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  前川  理美  ひよこ保育園  主任  

相談・苦情解決責任者  石田  千尋  ひよこ保育園  園長  

第三者委員  

河岸  由里子  

℡２７－４３６０  

臨床心理士  

青木  昭弘  

℡２４－６６５２  

青葉町内会長  

 

 

 

【要望・苦情等への対応方法】  

アンケートや苦情箱を利用し受付を行ない、必要に応じて回答を文章開示、口答対応  

 

 

（１７）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  

・賠償責任保険（損保ジャパン日本興亜）  

・独立行政法人日本スポーツ振興センター  

 

（１８）個人情報の取り扱い  

○園児及びその保護者等に係る個人情報については，以下の目的のために必要最小限の

範囲内において使用します。  

・連携施設等への円滑な移行・接続が図れるよう，卒園に当たり、入園先の施設との間

で情報を共有すること。  

・市町村が認定した世帯所得に基づく毎月の基本保育料の情報は、給付事務に必要な範

囲に限って利用すること。  

・他の保育園等へ転園する場合その他兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合において，

他の施設との間で必要な連絡調整を行うこと。  



 

・緊急時において，病院その他関係機関に対し必要な情報提供を行うこと。  

 


